
基 本 理 念  

 

第 三 者 評 価 機 関 す ず か け に お け

る 第 三 者 評 価 事 業 は 、 以 下 の 理 念 に

沿 っ て 実 施 さ れ る 。  

 

一 、  受 審 事 業 所 の サ ー ビ ス 提 供 が

今 よ り も 質 の 高 い も の と な る

事 を 、 受 審 事 業 所 と 評 価 機 関 と

の 共 通 の 目 的 と す る 。  

一 、  利 用 者 に よ る サ ー ビ ス 選 択 に

資 す る よ う 、 公 平 、 公 正 に 情 報

を 提 供 す る 。  

一 、  評 価 事 業 を 通 じ て 、 利 用 者 の 権

利 を 守 り 、 よ り よ い 福 祉 社 会 の

実 現 に 寄 与 す る 。  
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